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第５６号議案   

   藤枝市介護保険条例の一部を改正する条例 

藤 枝 市介護保険条例（平成 12年 藤枝 市条 例第 11号 ） の 一 部 を 次の よ う に改正

する ｡ 

第 ４ 条 第 ２ 項 中 「 令 和 元 年 度 及 び 令 和 ２ 年 度 」 を 「 令 和 ２ 年 度 」 に 、 「 ２

３ ，６２ ５円」を「１８，９００円」に改め 、同 条第 ３ 項中 「 令 和 元 年度 及び

令 和２年 度」を「令和２年度」に、「３３， ０７ ５円 」 を「 ２ ５ ， ２ ００ 円」

に 改 め 、 同 条 第 ４ 項 中 「 令 和 元 年 度 及 び 令 和 ２ 年 度 」 を 「 令 和 ２ 年 度 」 に 、

「４５，６７５円」を「４４，１００円」に改める。  

   附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和２年７月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改 正 後 の 藤 枝 市 介 護 保 険 条 例 の 規 定 は 、 令 和 ２ 年 度 分 の 保 険 料 か ら 適 用

し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。  

 


